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◆SUMMARY◆ 

 
法体系は、国ごとにさまざまな歴史・背景の中で形成されてきたため、他国の判例上の
考え方を自国のものと比較して検討を行う際には慎重さが必要である。 
しかし、近年、欧米の専門家の影響を受けた欧米型の租税回避スキームがわが国も見受
けられ、租税回避否認法理について米国の経験から学ぶ意義は大きくなってきていると思
われる。 
本稿は、米国の租税回避否認法理がどのようなところからスタートしたのか、否認法理
の始まりとされる Gregory 判決を検討し、わが国の租税法の判例の考え方と相容れないも
のか否か考察するものである。（平成 26年 5月 30日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 
 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解

を示すものではありません。 
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はじめに 

⑴ 本稿の問題意識 

米国では判例の積み重ねの中で、シャム取
引法理 、経済実質法理、事業目的法理、実質
主義法理、ステップ取引法理などの租税回避
否認法理が形成され、数多くの判決の中で用
いられてきている(1)。 
米国の租税回避否認法理の考え方は、欧米
型の洗練された租税回避が増えてきているわ
が国においても参考になるところがあるので
はないか、これが本稿執筆にあたっての問題
意識である。 

⑵ 法体系の違いについて 

法体系（legal system）は、国ごとにさま
ざまな歴史・背景の中で形成されてきている
ので、他国の判例上の考え方について自国の
ものと比較して検討を行う際には慎重さが必
要である。 

法体系には、大きく、制定法を第一次的法
源としてきた大陸法系と判例法を（特に私法
の分野において）第一次的法源としてきた英
米法系がある(2)。わが国は大陸法系に属し、
米国は英米法系に属する。一概に大陸法系と
英米法系といっても状況は国によってさまざ
まである。谷口知平教授は、「米法は法典化現
象において独法大陸法へ、仏法は判例法化現
象において英米法へと接近し仏・米法が隣り
合うことになり、独英が両極にその間に仏米
が挟まり独仏米英という序列で法典法を基調
法源とする法システムより判例法を基調法源
とするそれへと並べることができるであろ
う。」と書いた(3)。また、碧海純一教授は、1976

年の論文で、「戦後 30 年を経た今日、『大陸
法系 対 英米法系』という伝統的な二分法
が果たしてどの程度まで実情に即しているか
は、慎重な検討を要する問題であ（る）。」と
述べている(4)。 

一つの国の中においても、法分野によって
状況は異なる。米国において、民事法は、基
本的には判例法主義であり、「法典は、いわば、

第一次的には従来の判例法をまとめて分かり
易い形で述べたものであると推定され」るも
のであるが(5)、憲法や租税法は判例法ではな
く当初から明文化された法典（憲法では成文
憲法）があったことから、第一次法源は制定
法（成文憲法）になっている。 

米国の判例法上の法理については、例えば、
憲法の判例法上の法理である「二重の基準」
(6)、「『明白かつ現在の危険』の基準」(7)、「付
随的規制論」(8)などがわが国の憲法判例にも
取り入れられている(9)。 

さらに、民事法でも会社法上の「法人格否
認の法理」は「アメリカの判例に由来する法
理であり、最判昭和 44･2･27（民集 23 巻 2

号 511頁）以降、我が国の判例・学説にも定
着している。」と理解されている(10)。 

法体系が異なることから米国租税法の判例
法上の考え方をわが国で参考にすることは不
可能、と判断する根拠はないと思われる。わ
が国でも参考にできるものかどうか、個別に
よく吟味することが必要と考える。 

⑶ 租税回避の状況について 

他方、租税回避否認法理について米国の経
験から学ぶ意義は大きくなってきていると思
われる。 

近年、租税回避の可能性があるなどとして
報道された課税事件としては、180 億円の申
告漏れ事件(11)（2002年）、500億円の申告漏
れ事件(12)（2003年）、1,600億円の申告漏れ
事件(13)（2005年）、4,000億円の申告漏れ事
件(14)（2010 年）などがあり、申告漏れと指
摘される金額が巨額化し、租税回避を巡る状
況はまさに深刻化している(15)。 

この状況について、金子宏名誉教授は、「ア
メリカでは、租税弁護士や会計士の手によっ
て、……税負担を軽減・回避する仕組み（ス
キーム）がいろいろと考案され、利用されて
きた。……わが国でもタックス・シェルター
の利用が急速に増加しつつあり、立法・行政
および司法がこれにどのように対応すべきか
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が、大きな問題となっている。」と書いている
(16)。 

裁判例では、日本ガイダント事件東京地裁
判決(17)の判決文に、「日本の課税当局の細部
にわたる精査を受けたとしても、万が一にも
匿名組合契約が否定されることがないように
するために、匿名組合契約の内容について更
に検討を重ね」たとあり(18)、この検討に、弁
護士及び欧米系会計事務所が加わっていたこ
とが記述されている(19)(20)。 

欧米の専門家の影響を受けた欧米型の租税
回避スキームがわが国にも入ってきており、
これが巨額の課税事件のいくつかにつながっ
ていると思われる。米国等の長い租税回避の
歴史の中で作られてきた租税回避スキーム
(21)について考える際に、欧米の判例等から参
考になるところは積極的に参考にすべきでは
ないか、と考える。 

本稿では、米国の租税回避否認法理がどの
ようなところからスタートしたのか、否認法
理の始まりとされる Gregory 事件判決(22)に
ついてみてみることとしたい。この判決につ
いて検討し、わが国の租税法の判例の考え方
と相容れないものなのかどうか考察してみた
い。 

 

第１ Gregory事件判決について 

１．Gregory事件判決の位置づけ 

Gregory事件連邦最高裁判決は、租税回避
否認法理のうちのいくつか、とりわけシャム
取引法理、経済実質法理、事業目的法理のも
ととなっている判例としてよく引用されてい
る(23)。 

また、William D. Andrews教授・Alan L. 

Feld教授は、Gregory事件連邦最高裁判決に
ついて、「この判決は、変幻自在な性格をもっ
ていて、『すべての人に対してすべてのものに
なりました。』(24)を代表していると言われて
いる。（Paul, Studies in Federal Taxation: 

Third Series 125-126 (1940) ）この判例は、

組織再編の法の一部になっているが、それだ
けでなく、法人及び法人取引全般の、または、
租税回避全般の、または租税法の解釈全般の、
またはすべての法令全般の、租税上の取り扱
いについての宣言とみることができる。」と影
響の大きな判決であることを書いている(25)。 
約 80 年前の判例であるが、現在でも多く
の判決に引用されている。判例検索をかける
と、米国では 2013年末までに Gregory事件
の連邦最高裁判決を引用した判決が 1,792件、
2009年 1月 1日から 2013年 12月 31日ま
での 5年間だけでみても 96件あり(26)、この
判例が特に重要な判例であって、その重要性
が未だに失われていないことがわかる。 

この判例は、須貝脩一教授(27)、金子宏教授
(28)、今村隆法務省租税訟務課長（当時）(29)、
渡辺徹也教授(30)、岡村忠生教授(31)などの優れ
た先行研究によってわが国にも紹介されてい
る。 

 

２．Gregory事件の概要 

事件の概要は、連邦最高裁判決によれば以
下の通りである(32)。 

「Gregory 夫人（上告人）は 1928 年当
時、United Mortgage社の全株式を所有
しており、同社の資産の中にはMonitor

社の株式千株が含まれていた。上告人は、
Monitor社の株式を売却して利益を手に
入れることを考え、この株式を United 

Mortgage 社からまず手元に移すことと
した。配当として直接手元に移した場合
には所得税がかかってしまうので、この
所得税を減らしつつ株式を手元に移すこ
とを唯一の目的として、1928 年歳入法
112 条（g）に定める「組織再編」を成
し遂げることとした。……上告人は 1928

年 9月 18日にAverill社をデラウェア州
法に基づいて設立｡3 日後に United 

Mortgage社はMonitor社の株式千株を
Averill 社に移し、それと引き換えに
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Averill 社の株式のすべてが（United 

Mortgage 社の株主である）上告人に発
行された(33)。9月 24日に Averill社はそ
の全資産、すなわちMonitor社の株式を
上告人に分配して、解散し、清算された。
Averill社は、ほかに何の事業上の取引も
せず、またすることを意図されてもいな
かった。上告人は手元に移ったMonitor

社の株式を直ちに 133,333ドルで売却し
た。そして売却した株式の簿価を 57,325

ドルと計算し(34)、差し引き 76,008 ドル
のキャピタルゲインを申告した。」 

上告人は、この一連の取引のうち Averill

社の新設にあたって上告人に Averill 社の株
式が発行された取引は、当時の歳入法 112条
(i)(1)に定められた「組織再編」に該当し、非
課税取引であるとして、その後入手した
Monitor社株式の売却益のみをキャピタルゲ
インとして申告した。これに対し、課税庁が
「Averill社の設立には実態がなく、この法人
の設立は否認されなければならない。納税者
は Monitor 社株式の売却で得た金額を、
United 社からの直接の配当で得たものとし
て、課税されなければならない。」(35)として
課税した。 

一審の租税不服審判所（Board of Tax 

Appeals）は、 

「法律に基づいて実体を持った被造物
（creature）として設立された法人であ
る限り、この法人（Averill社）を、一時
的な租税の軽減のために仕組まれたもの
であれ、他の正当な目的のためのもので
あれ、ほかの多くの法人から区別する理
由は何もない。議会は、不正（fraud）
や他のやむを得ない状況以外の場合に、
課税庁が法人の形式を、認識したり、し
なかったりすることを認めてはいない。
……詳細に起草された法令は租税政策の
文言通りの表現として解釈されなければ
ならず、司法上の考慮の余地はとても小

さいものだ。……法人の存在を否認して
その取引を考慮対象外とし法令上の取引
の効果を否定することは、我々にはでき
ない。」 

と述べて、法人の存在を否認した課税処分を
認めず、納税者を勝訴させた(36)。当時、法人
格否認（disregard of corporate entity）につ
いて争点となった租税判例がいくつかあった
(37)。Gregory事件も一審では法人の存在を否
認できるか否かが争点とされ、租税不服審判
所は否認できないと判示した。 

この事件について、二審では裁判官が別の
論点を取り上げて判決を下した。 

 

３．第二巡回控訴裁判所 1934年 3月 19日判

決（二審判決）(38) 

⑴ 判決 

二審の第二巡回控訴裁判所は、租税不服審
判所の判決を覆した。判決の論理展開をみる
ために、やや長くなるが、Learned Hand判
事（以下「L.Hand判事」と表記する(39)。）に
よって書かれた判決の理由に当たる部分の全
文をみてみたい。なお、説明の都合上、各パ
ラグラフをいくつかの部分に細分化する。 

第一パラグラフ（判決の判断基準の提示、及
び結論） 

① 「税法に特に規定がある場合を除いては、
租税を回避したい、または、免れたい、と
いう願望から取引が実行されたとしても、
そのために非課税措置を受けられなくなる
ことはない。この点について、我々は租税
不服審判所及び納税者と同じ考えである。
誰でも税負担ができるだけ少なくなるよう
に取引を組み立てることができる。納税額
が最も多くなる選択肢を選ぶ義務など負っ
ていない。納税額を増やすという愛国的義
務すらない（U.S. v. Isham事件連邦最高裁
判決（17 Wall 496）、Bullen v. Wisconsin

事件連邦最高裁判決（240 U.S. 625））。し
たがって、今回の取引は確かに所得税を免
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れるための精巧なスキームではあるが、そ
れが1928年歳入法112条(i)(1)(B)に意図さ
れている取引であれば、そのようなスキー
ムであることは重要ではない。」 

② 「しかしながら、今回の取引が法令上の
定義に使われている各用語の辞書の上の定
義を満たしているとしても、議会は今回の
ような取引を保護しようとしていたとは考
えられない。租税不服審判所が的確に述べ
ているように、法令の明瞭さが高まれば解
釈の余地は狭くならなければならない。し
かし、メロディが音符以上のものであるよ
うに、文章の意味は各単語の意味以上のも
のである。そして法令がどれだけ精緻に作
られていたとしても、全てが現れ、すべて
が集合的に作り上げているところをみない
わけにはいかない。」 

③ 「条文の目的は、明白である。工業、商
業、金融業またはその他の事業に従事して
いる者が、その持分を、統合、分割、付加、
減少させることを望んだ場合に、このよう
な取引は利得を「実現」するとはみなされ
ない。全員の持分が総体として残っている
からである。この条文が前提としているこ
と は 明 ら か だ 。 組 織 の 再 整 備
（readjustment）は従事している事業の遂
行に密接に関係した理由から行われるべき
であって、実行することが目に余るような
つかの間の出来事として行われるものでは
ないということである。株主の税負担を巧
みに逃れることは、法人の『組織再編』と
して考えられている取引ではない。」 

第二パラグラフ（第一パラグラフの判断基準
についての説明） 

① 「条文のまさにこの点が争点となったこ
とはこれまでなかったが、この考え方は、
条文の沿革や裁判所による解釈に一致する。
この条文は、1924 年法の 203 条(h)(1)(B)

に最初に現れた。委員会レポート（上院レ
ポート 398 号）が示すように、112 条(g)

を補足し、そして 203条(c)を補足すること
を意図したものだった。これらの条文は、
U.S. v. Phellis 事件連邦最高裁判決（257 

U.S. 156）、及び、Rockefeller v. U.S.事件
連邦最高裁判決（257 U.S.176）の判示に
従って法令を改正するためのものだった。
下院レポート（68 回議会第一セッション
179号）及び上院レポート（同議会 398号）
は、その目的について、『通常の事業取引が
妨げられることがないようにするため、組
織再編に関連して行われた交換から生じた
利得には課税しない』と書いている。
（Lonsdale v. Commissioner 事件第八巡
回控訴裁判決（32 F.(2d) 537）、Prairie 

O.&G.Co. v. Motter事件第十巡回控訴裁判
決（66 F.(2d) 309））。」 

② 「さらにPinellas Ice & Cold Storage Co. 

v. Commissioner事件連邦最高裁判決（287 

U.S. 462）及び、当裁判所の判決である

Cortland Specialty Co. v. Commissioner

事件第二巡回控訴裁判決（60 F. (2d) 937）
も、直接の先例ではないまでも、関連する
判例であると考える。いずれの事件でも争
点は、一つの法人からもう一つの法人への
その全資産の売却が、現金及び短期手形と
の交換で行われたときに、112 条(i)(1)(A)

の前身の条文が適用されるかどうかであっ
た。納税者は、買主が『他の法人（売主）
の全資産』を得ているので、法令に定義す
る『吸収合併または新設合併』に該当し、
112条(g)による非課税の適用を受けること
ができると主張した。裁判所としては、短
期手形は 112条(g)にいう『証券』に該当し
ないと判示すれば十分だったと思われる。
しかしいずれの裁判所もさらに踏み込んで、
当該取引は、逐語的にみると112条(i)(1)(A)

の規定に適合するが、『吸収合併または新設
合併』には当たらず、売却である、と判示
した。これが、二つの判決の判断である。
条文の明白な目的は、取引の後にそれぞれ
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の法人の間に持分の共有が継続している場
合だけを非課税とすることであって、その
ような短期手形の保持を非課税にすること
ではないからである。」 

③ 「逐語的解釈と異なる解釈を行うという
ことが、まさに我々が今回行っていること
だ。さらに、取引の目的が解釈上の指針に
なることがある、ということについて、法
令自身が証拠を示している。例えば、115

条(g)においては、『本質的に課税対象の配
当と同等ものであれば』株式の消却は配当
として扱われる（そのようなものでなけれ
ばこの扱いは受けない）。また、112条(c)(2)

においては、分配は、『課税対象となる配当
としての効果をもっていれば』配当として
部分的に課税対象となることになる。」 

第三パラグラフ（課税庁の理由との違いの説
明） 

① 「我々は、今回の取引の扱いについて、
内国歳入庁長官の考えに全面的に賛成した
のではない。United Mortgage 社から
Averill 社への Monitor 社株式の移転、
Averill社から納税者への自社株の発行、同
社清算の際に納税者がMonitor社の株式を
獲得したことのいずれについても、我々は
無効とは考えることはできない。Averill

社は、その組織の目的がいかなるもので
あったとしても、法律上の人格は有してい
た。移転によってMonitor社株式の権原が
移され、上告人は譲渡を受けて株主になっ
た。これらのすべてのステップは現実のも
のだったが、唯一の欠点は、取引がいずれ
かのまたは両方の法人の事業上の行為には
該当せず、法令が意味する『組織再編』に
該当するものではなかったということであ
る。このようにみれば、すべての行為は通
常の効果を持つにも関わらず、これらの取
引はみせかけだけのもの（sham）である。」 
② 「税額については、内国歳入庁長官のよ
うに計算しても、Averill社株式を配当とし

て価値を計算しても、結果は同じである。
ここで生じる唯一の問題は、部分的に誤っ
た方式で計算した課税処分の額が、結果的
には正しい額であったとしても取り消され
るべきかどうかということである。いくら
か熱心に議論されたところであるが、課税
庁が賦課した理由が我々の理由と部分的に
異なるからといって、納税者が正当な税額
を免れられないのは明白である。」 

第四パラグラフ 

「租税不服審判所の判決を破棄し、不足額
を賦課する。」 

⑵ 判決の論理 

判決の論理の運びを整理してみたい。 

(ｱ) 第一パラグラフ 

① 租税回避が取引の動機であってもその
ために非課税扱いを受けられなくなるこ
とはない、納税者は税負担ができるだけ
が少なくなるように取引を組み立てるこ
とができる。また、この考え方の先例と
して、Isham 事件及び Bullen 事件があ
げられる。 

② しかしながら、議会は今回のような取
引を保護しようとしていたとは考えられ
ない。 

③ この条文が前提としていることは明ら
かだ。組織の再整備（readjustment）は
従事している事業の遂行に密接に関係し
た理由から行われるべきであって、実行
することが目に余るようなつかの間の出
来事として行われるものではないという
ことである。株主の税負担を巧みに逃れ
ることは、法人の「組織再編」として考
えられている取引ではない。（下線筆者） 

(ｲ) 第二パラグラフ 

① 上記のように考えることは、議会レポ
ートの立法趣旨説明及びそれまでの判例
に合致している。 

② また Pinellas Ice & Cold Storage Co. 

v. Commissioner事件連邦最高裁判決、
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及 び Cortland Specialty Co. v. 

Commissioner 事件第二控訴裁判決も、
直接の先例ではないまでも、関連する判
例である。これらの判決は条文の文言に
該当する取引について、条文の明白な目
的に適合しないという理由で「組織再編」
に該当しない、と判示した。 

③ 逐語的解釈と異なる解釈を行うという
ことが、まさに我々が今回行っているこ
とだ。取引の目的が解釈上の指針になる
ということは、115条(g)などにもみられ
ることである。 

(ｳ) 第三パラグラフ 

① 課税庁は Monitor社株式が Averill社
を経て上告人に移された取引を無効と判
断したが、これらの取引は現実のもので
あるので我々は無効とは考えない。 

② 課税庁の理由と同じ理由ではないが、
課税処分は維持する。 

判決は、①租税回避が取引の動機であって
も判断には影響がなく、納税者は税が少なく
なるように取引を組み立てることができると
の前提で、②問題の取引は「組織再編」につ
いての法令の文言上の要件は満たしているが、
法令の意図する「組織再編」には該当しない、
と判断している。その上で、当該条文につい
て用いられたことのない解釈手法をとったと
の認識から、議会の立法趣旨を確認したり、
先例ではないものの参考となる解釈前例につ
いて述べたりして判断の正当性を慎重に説明
している。 

 

４. 連邦最高裁判所 1935年 1月 7日判決（上

告審判決）(40) 

⑴ 判決 

連邦最高裁は、第二巡回控訴裁判所の判決
を支持した。理由に当たる部分の全文は以下
の通りである。 

第一パラグラフ（該当条文の確認） 

「1928 年歳入法の 112 条は、資産の売

却又は交換から生じる利得又は損失につい
て規定している。このような利得又は損失
は、112 条に定めがある場合を除いては、
税額の計算上認識されることになっている。
この条文のここでの問題に該当する部分は
以下の部分である。 

112条（g）……組織再編における株式の
分配。組織再編計画を実行する中で再編の
当事者である法人の株主に、当該法人又は
再編の相手方の法人の株式又は有価証券が
分配され、受取人がこれを手放さなかった
ときには、受取人において、これらの株式
又は有価証券の受取りからは、利得は認識
されない。 

112条（i） 組織再編の定義……本条に
おいて、……（1）「組織再編」とは、以下
のそれぞれの場合をいう。……（B) 一つ
の法人によるその資産の全部または一部に
ついての他法人への移転で、移転の直後に
譲渡を行う法人またはその株主あるいはそ
の双方が資産の譲渡先の法人を支配する場
合。」 

第二パラグラフ（裁判所の判断基準の提示） 

「納税者側は、成し遂げられたことの中
でサブディビジョン(B)の必要な要素はす
べて満たされているので法令上の組織再編
は有効であり、また、租税の支払いを逃れ
たいという納税者の動機のために結果が変
わったり、法令の認めることが違法になっ
たりすることはない、と強く主張している。
もしサブディビジョン(B)の意味での組織
再編が実際に遂げられていれば、上に述べ
た隠れた動機は無視されることは間違いな
い。納税者に、法令が認めた方法で税金を
少なくしたり、免れたりする法律上の権利
があることは疑いない（United States v. 

Isham事件連邦最高裁判決（17 Wall 496），
Superior Oil Co. v. Mississippi事件連邦最
高裁判決（ 280 U.S. 390）， Jones v. 

Helvering 事件コロンビア特別区控訴裁
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判決（71 F2d 214））。しかし、判断をする
上で問題となるのは、租税上の動機はさて
おき、なされたことが法令の意図したもの
だったかどうかということだ。非課税扱い
を否認する処分を正当とした原審の理由に
付け加えるべきことはほとんどない。」 

第三パラグラフ（第二パラグラフの判断基準
の適用） 

「サブディビジョン(B)で一つの法人に
よる他法人への資産の移転というとき、こ
れは法人の『組織再編計画を実行する中で
（112 条(g)）』行われた移転を意味するの
であって、いずれの法人の事業ともまった
く関係のない計画の中での一つの法人から
他の法人への資産の移転（本件は明らかに
これに該当するが）を意味してはいない。
そこで、租税に関する動機の問題を全く無
視することとして、何が実際に起こったの
かという点から行われた行為の性格を判断
すると、我々は何を見出すだろうか。事業
の又は法人の目的を何ももたない単なるオ
ペレーション－－－法人再編の形式を身に
つけた単なる仕掛け（device）であって、
真実の性格を隠すための偽装（disguise）
であり、その唯一の目的であり達成したこ
とは、あらかじめ考えられた計画の完成で
あり、事業の又は事業の一部の再編ではな
く、ひとかたまりの法人株式の上告人への
移転である。新しく有効な法人が設立され
たのは確かだ。しかしこの法人は上に述べ
た目的のための仕掛けでしかなかった。こ
の法人はこの目的のためだけに設立され、
当初から計画されていた通りのことしか行
わず、他の機能は果たさなかった。この限
定された役割を終えた直後に法人は消滅し
た。」 

第四パラグラフ（結論） 

「このような状況下では、事実がすべて
を物語っており、可能な解釈は一つしかな
い。すべての企てはサブディビジョン(B)

の規定にしたがって行われているが、実際
は法人の組織再編を装った譲渡の、精巧に
作られたごまかしの外形であって、他の何
ものでもない。租税逃れの意図を考慮の対
象としないというルールは、ここでの状況
には関係がない。取引が法令の明白な意図
の外側にあることは明らかだからである。
これ以外の見方をすることは現実を超えた
策略を称賛するものであり、当該法令の条項
からすべての真剣な目的を奪うものである。 

⑵ 判決の論理 

連邦最高裁判決は、次のような論理展開を
している。 

(ｱ) 第一パラグラフ 

（関連条文の確認。） 

(ｲ) 第二パラグラフ 

① 問題の取引は該当法令のサブディビ
ジョン(B)の要件を満たしている。租税の
支払いを回避するという納税者の動機は
関係がない。納税者には法令の認める方
法で税を少なくする法律上の権利がある。 
② 判断において問題となるのは、租税上
の動機はさておき、なされたことが法令
の意図したものだったかどうかだ。非課
税扱いを否認する処分を正当とした原審
の理由に付け加えるべきことはほとんど
ない。（下線筆者） 

(ｳ) 第三パラグラフ 

① 条文にある資産の移転は、法人の事業
の「組織再編計画を実行する中で」の移
転を意味する。 

② 租税に関する動機の問題を無視して今
回の取引をみると、これは事業の又は法
人の目的を何ももたない単なるオペレー
ションだ。 

(ｴ) 第四パラグラフ 

今回の企ては、法人の組織再編を装った
ごまかしの譲渡であって、法令の明白な意
図の外側にあることが明らかなものである。
（下線筆者） 
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５．まとめ 

Gregory事件判決の特徴をまとめてみたい。 
一つ目の特徴は、目的論的解釈を行う前提
である。①納税者は租税ができるだけ少なく
なるように取引を組み立てることができると
いう、それまでの租税法判例の考え方に沿っ
ていることを明言していること、また、②租
税回避が取引の動機であったとしてもそのた
めに判決の判断が影響を受けることはないと
明言していること、の二点を前提としている
点である。 

二つ目の特徴は、条文の文言上の要件を満
たしている取引について、法令の意図に照ら
して目的論的解釈(41)を行って条文の適用を
否定している点である。 

二審判決は、「1928年歳入法 112条(i)(1)(B)

に意図されている取引」であるか否かが判断
基準になると述べて、その上で、条文は「組
織の再整備（readjustment）は従事している
事業の経営遂行に密接に関係した理由から行
われる」ことを前提としており、「株主の税負
担を巧みに逃れることは、法人の『組織再編』
として考えられている取引ではない。」として
法令の適用を否定している。 

また、上告審判決は、「判断をする上で問題
となるのは、租税上の動機はさておき、なさ
れたことが法令の意図したものだったかどう
かということだ。」と書いて法令の意図が判断
基準となることを示した上で、条文で、「資産
の移転というとき、これは法人の『組織再編
計画を実行する中で（112 条(g)）』行われた
移転を意味する」と述べ、本件での「資産の
移転」は「事業の又は法人の目的を何ももた
ない単なるオペレーション」であり、「取引が
法令の明白な意図の外側にあることは明ら
か」であるとして法令の適用を否定している。 

Gregory事件連邦最高裁判決の解釈につい
て、外国税額控除余裕枠りそな銀行事件の一
審で、国側は、対象条文が「課税減免規定」
であることを理由に特別な解釈（限定解釈）

を行ったものと読む立場をとった(42)が、本稿
では、Gregory事件判決の解釈手法をそのよ
うには解していない。判決文を読む限り、課
税減免規定であることを理由として解釈の手
法を変えてはいないと考えるからである。 

国側の主張にある「限定解釈」は「縮小解
釈」と同義であると考えられるところ、通常、
「拡張または縮小解釈は、解釈の結果に関わ
る概念であり、解釈の根拠や推論方法に関わ
る概念ではない」と考えられている (43 )。
Gregory事件判決の解釈もこの意味での限定
解釈であって、法令の趣旨目的について目的
論的解釈を行い、結果的に限定解釈になった
ものと、本稿は捉えている。 

なお、Assaf Likhovski准教授は、Harvard 

Law School 図書館所蔵の裁判官の部内メモ
を分析し、二審判決に関与した 3人の裁判官
のうち、 

① Swan 判事は、租税回避は脱税と違って
合法だとの前提で、一審の判決を支持する
考えであり、「租税の最小化が目的だった場
合には法人の存在を否認できる、と判示し
てしまうと、後々どのようなことになって
しまうのか想像がつかない」と書いていた
こと、 

② August Hand判事は、「Averill社は単な
るダミーだ」と書いていて、課税庁と同じ
考えだったこと、 

③ 判決に用いられた、目的論的解釈によっ
て法令に定める「組織再編」に当たらない
と読む解釈を考え出したのは L.Hand判事
であり、「取引の動機が租税に効果をもたら
さないというのはもちろん正しい。……サ
ブディビジョンBの要件は文言上すべて満
たされているが、……条文は法人間の何ら
かの継続する事業の中での取引について述
べている。租税回避のためだけに株式を保
有するのは事業ではない。……この条文に
ついて辞書を片手に、選ばれた用語の間に
満ちている明らかな目的に眼をつぶって、
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読むことはできない。」とメモに書いていた
こと、 

を明らかにしている(44) 。 

以下では Gregory事件判決の二審判決、上
告審判決が先例等として参照した判例や、判
決後 L.Hand 判事が他の事件の裁判の中で
Gregory事件判決について言及している部分
などを参照しながら、判決の意義について考
察することとしたい。 

 

第２ Gregory 事件判決の特徴(1) －租税回

避の意図等 

ここでは、二審及び上告審の判決が目的論
的解釈を行う前提としている点、具体的には、 
① 納税者は租税ができるだけ少なくなるよ
うに取引を組み立てることができると明言
していること、また、 

② 租税回避が取引の動機であったとしても
そのために判決の判断が影響を受けること
はないと明言していること、 

という二点について、検討することとしたい。 
１．納税者は租税ができるだけ少なくなるよ

うに取引を組み立てることができること 

⑴ Gregory事件判決が先例とした判例 

Gregory事件の二審判決は、「誰でも税負担
ができるだけ少なくなるように取引を組み立
てることができる。納税額が最も多くなる選
択肢を選ぶ義務など負っていない。納税額を
増やすという愛国的義務すらない。」と書いて、 
(ｱ) U.S. v. Isham事件連邦最高裁判決と 

(ｲ) Bullen v. Wisconsin事件連邦最高裁判
決 

を先例としてあげている。 

上告審判決は、「納税者に、法令が認めた方
法で税金を少なくしたり、免れたりする法律
上の権利があることは疑いない。」と書いた上
で、上記(ｱ)のU.S. v. Isham事件連邦最高裁
判決に加えて、 

(ｳ) Superior Oil Co. v. Mississippi事件連
邦最高裁判決、 

(ｴ) Jones v. Helvering 事件第二巡回控訴
裁判決 

を先例としてあげている。 

ここで、これらの判例を見てみたい。 

(ｱ) U.S. v. Isham 事件連邦最高裁判決(45)

（1873年） 

ミシガン州ニゴーニーで鉱山を経営してい
た会社が、通貨を手に入れるには 120マイル
もの荒野を駅馬車で行かなければならなかっ
たので、地域で通貨代わりに通用する紙幣
（10,5,3,2,1 ドルの各紙幣）を発行した。こ
れについて、紙幣の発行人の Isham（鉱山事
業の現地責任者）が印紙税の脱税に問われた
事件である。国側は、この紙幣は印紙税法上
の覚書（memorandum）等に該当し、100

ドル毎に 5セントの印紙税がかかると主張し
たが、裁判所は為替手形または小切手であっ
て、10ドルを超えた場合にしか課税対象にな
らないものであると判断し、無罪を言い渡し
た。10ドルを超えた場合にしか課税対象とな
らないものについて、最高発行金額を 10 ド
ルに抑えていたことに関し、裁判所は判決の
中で、20ドル以上の銀行小切手が課税対象と
なることが法律で定められているときに、注
意深い人が 10 ドルの小切手 2 枚で支払って
課税対象にならないようにした場合という例
を挙げ、「この人は税の支払いの避けるための
仕掛け（device）を用いているが、これは違
法ではない。納税者には支払いの証書を分割
して租税を回避する法律上の権利がある。（下
線筆者）」(46)と述べた。 

(ｲ) Bullen v. Wisconsin事件連邦最高裁判
決(47)（1916年） 

ウィスコンシン州に住んでいた故人が他州
に設立した信託法人に財産を移して亡くなっ
た。この信託法人の財産にウィスコンシン州
の相続税の課税権が及ぶかどうかが争われた
事件である。故人の生存期間中はこの信託法
人の全部または一部を無効にしてその財産を
自分のものにできることになっていて、故人
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がこの信託法人をコントロールできるように
なっていたことから、これはウィスコンシン
州の相続税を回避するためのものであるとし
て訴えが提起された。この判決文の中で、
Holmes 判事は、この信託証書は仮装ではな
いとし、「我々は脱税について語っているので
はない。法が境界線を引くとき、事件はその
線の片側にあるか、他方の側にあるかのどち
らかだ。安全な側にある場合には、当事者が
法の認めることをすべて利用したとしても悪
いことは何もない。（下線筆者）」と述べて、
脱税かどうかが論点ではないので租税を回避
するためのものであったとしても問題はない
とした。その上で、故人が持っていた信託財
産の処分権限は、相続可能不動産権（fee）と
同等なものであるとして、ウィスコンシン州
に課税権があると判示した。 

(ｳ) Superior Oil Co. v. Mississippi事件連
邦最高裁判決(48)（1930年） 

ミシシッピ州の S社（上告人）は、同州内
の缶詰業者にガソリンを売り、缶詰業者が自
己の責任でガソリンを隣のミズーリ州まで運
んで漁師に売っていた。この取引について、
書類上、上告人のガソリンとしてミズーリ州
まで運ばれていたことにして、州際取引（州
をまたがる取引）に該当するものとし、上告
人はミシシッピ州の税を払っていなかった。
Holmes判事は、「売り手の唯一の目的は税を
免れる（escape）ことだ。」と認定したが、「上
告人は税を免れることを望んでいたが、その
ことは重要ではない。法律上の境界線が意味
するところは、それを越えさえしなければ、
意図的にその線にできるだけ近いことでもす
ることができるということである。（Bullen v. 

Wisconsin 事件連邦最高裁判決（240 U.S. 

625））（下線筆者）」と述べた。その上で、し
かしながら今回のケースでは、売却後に缶詰
業者がガソリンを隣りの州までもって行って
いるのは上告人からみれば付随的なことであ
り、売却後に缶詰業者が行った取引の各段階

に上告人はほとんど関与していない、よって
上告人はミシシッピ州の税を負担すべきと判
断せざるをえない、として上告人の主張を退
けた。 

(ｴ) Jones v. Helvering 事件コロンビア特
別区控訴裁判決(49)（1934年） 

4 人の兄弟（上告人）が 1915 年に石油関
係の資産と現金を出資して、法人を設立。そ
の後、更に油田設備等を法人に売却し、代金
は法人に貸し付けた。この貸し付けた資金に
ついて、上告人は、銀行と取引を行うような
形で、法人内に作った各人の口座から引き出
したい金額の資金を小切手を使って引き出し
ていた。 

1917年に法人は、上告人からの指示で小切
手を振り出して政府証券（債券）を購入し、
上告人からの預かり資産として記帳した。そ
の後オクラホマ州の従価税を回避する目的で、
毎年 12月 31日に法人がこの証券を取得価格
で買い取り、翌年 1月 2日に取得価格で法人
が各兄弟に売却することを繰り返していた。 

1921年 12月に各兄弟は値下がりしていた
証券を法人に売却し、個人の申告において証
券の売却損を計上したところ、課税庁から売
却損の計上が否認されたという事件である。 

判決で Groner判事は、「脱税の要素がない
場合には、納税者はその税負担を減らすため
に利用できるいかなる法的方法も用いること
ができるというのが確立した判例である
（Bullen v. State of Wisconsin連邦最高裁判
決（240 U.S. 625））。Gardner判事は、Iowa 

Bridge Co. v. Commissioner事件第三巡回控
訴裁判決 (39 F (2d.) 777, 781) で『取引は税
負担を回避する、または減らすための仕掛け
（device）であったとしても、そのために違
法とされることはない。』と書いている。（下
線筆者）」と述べた後に、法人は法律に基づい
て組織され通常の事業を行う権限と属性を
もっているとして、法人の存在を否認した課
税処分を認めず、納税者を勝訴させた。 
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以上が、Gregory 事件の二審と上告審が、
「納税者は租税ができるだけ少なくなるよう
に取引を組み立てることができる」という点
に関して、先例として挙げた判例である。 

⑵ L.Hand判事による説明 

L.Hand 判事は、Gregory 事件判決よりも
後の事件の判決文で次のように述べている。 

(ｵ) Commissioner v. Newman事件第二巡
回控訴裁判決(50) L.Hand 判事反対意見
（1947年） 

「租税ができるだけ少なくなるように取
引を組み立てることに悪いことは何もな
いと、これまで裁判所は何度も述べてき
た。富める者も貧しい者も、誰でもその
ようにしているし、それは正当なことだ。
法令が求める以上を支払う公的な義務は
誰にもない。租税は強制的な取り立てで
あって自発的な寄附ではない。モラルの
名の下にそれ以上を求めるのはただの偽
善だ。」 

( ｶ ) Commissioner v. National Carbide 

Corp.事件第二巡回控訴裁判決(51)（1948

年） 

「Gregory事件判決は、法律上有効な取
引から生じる権利は取引が租税を回避す
るために企てられていたものであったと
しても課税の上で取引が異なって扱われ
ることはないという、裁判所がこれまで
何度も繰り返し述べてきた法理を侵害す
るものだと、時として誤解されてきた。
この法理は、事業が税額を少なくするた
めの最も適した形でいつも行われている
我々の社会のようなところでは、産業上
また商業上、欠くことのできないもので
ある。（下線筆者）」 

⑶ 考察 

Gregory事件判決が先例とした判例はいず
れも課税要件の充足を逃れようとしたケース
である。Holmes 判事らが判決文の中で書い
た表現は、脱税にあたるものでなければ、課

税要件の充足を逃れるために何をしても差し
支えない、ということを言っている。課税対
象になるかどうかが争点になっている。 

これに対しL.Hand判事がGregory事件第
二巡回控訴裁判決で述べたことはややニュア
ンスが異なる。「誰でも税負担ができるだけ少
なくなるように取引を組み立てることは認め
られている。」という表現は、課税金額を少な
くするアレンジメントが認められるかどうか
という点を問題としている。 

先例とした判例の考え方の延長として、課
税金額を少なくなるように取引をアレンジす
ること（非課税措置を受けられるように取引
をアレンジすることを含む）には問題はない、
というやや新しい考えをGregory事件判決二
審で表明したものと考えられる。Gregory事
件連邦最高裁判決の、「納税者に、法令が認め
た方法で税金を少なくしたり、免れたりする
法律上の権利があることは疑いない」という
表現も同様であり、上記(ｵ) Commissioner  

v.  Newman 事件第二巡回控訴裁判決及び
( ｶ ) Commissioner v. National Carbide 

Corp.事件第二巡回控訴裁判決の表現も同様
である。金額を低く抑えようとアレンジする
事件が生じてきたことに対応したものと理解
できる。 
この考え方は、1950年代に、「手数料」を
払えば多額の「費用」を計上できて税負担を
減らすことができる、という形態のタック
ス・シェルター(52)が出てきたときに修正を迫
られることになる。どのように取引を組み立
てても差し支えない、というスタンスでは、
このようなタックス・シェルターの租税上の
効果を認めざるを得なくなってしまうからで
ある。 

「誰でも税負担ができるだけ少なくなるよ
うに取引を組み立てることは認められてい
る。」という考え方は、米国の租税回避否認の
歴史の中で、過渡的なものであったと考える。 
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２．租税回避の意図の扱い 

⑴ 取引の動機が租税回避であることについ

ての判決の考え方 

取引の動機が租税回避であることについて、 
① 二審判決は、「税法の例外規定による場合
を除いては、租税を回避したい、または、
免れたい、という願望から取引が実行され
たとしても、そのために非課税措置を受け
られなくなることはない。」と述べ、 

② 上告審判決は、「納税者側は、成し遂げら
れたことの中でサブディビジョン(B)の必
要な要素はすべて満たされているので法令
上の組織再編は有効であり、また、租税の
支払いを逃れたいという納税者の動機のた
めに結果が変わったり、法令の認めること
が違法になったりすることはない、と強く
主張している。もしサブディビジョン(B)

の意味での組織再編が実際に遂げられてい
れば、上に述べた隠れた動機は無視される
ことは間違いない。」 

と述べて、租税回避が取引の動機であったと
してもそのために判決の判断が影響を受ける
ことはないと判示している。 

⑵ 先例となる判例 

Gregory事件の二審及び上告審の判決文か
らは、先例として引用した判例のどの部分の
記述をさして引用しているのかは必ずしも明
らかではないが、上記「１．⑴」の、 

①(ｱ) U.S. v. Isham 事件連邦最高裁判決
（1873年）が、「納税者には支払いの証書を
分割して租税を回避する法律上の権利があ
る。」と述べていたこと、 

②(ｳ)Superior Oil Co. v. Mississippi事件連
邦最高裁判決 （1930 年）で、Holmes 判事
が「上告人は税を回避することを望んでいた
が、そのことは重要ではない。」と述べてい
たこと、及び、 

③(ｴ) Jones v. Helvering 事件コロンビア特
別区控訴裁判決（1934年）が Iowa Bridge Co. 

v. Commissioner 事件第三巡回控訴裁判決

（39 F (2d.) 777, 781）を引用する形で「取
引は税負担を回避する、または減らすための
仕掛け（device）であったとしても、そのた
めに違法とされることはない。」と書いてい
たこと、 

を先例として引用していると考えられる。 

⑶ L.Hand判事の見解 

租税回避が取引の動機であっても判断は影
響を受けない点について、後年のいくつかの
裁判の判決文の中で、L.Hand 判事が説明し
ている。以下の３事件の判決文はいずれも
L.Hand判事によるものである。 

(ｱ) Chisholm v. Commissioner事件第二巡
回控訴裁判決(53)（1935年） 

「Gregory v. Helvering事件連邦最高裁
判決では、……租税回避の動機（motive）
がなければ取引がそのように行われな
かったような場合でも、この動機のため
に納税者に租税が課されることはない、
という法理が再確認されることを連邦最
高裁は強く求めた。……租税回避の目的
（purpose）を税負担の基礎とした判例
は、我々が調べた限りでは存在しない。
また、それは税負担の基礎となるような
ものではないと裁判所はしばしば述べて
きた。問題は常に、対象となる取引が形
式上見える通りのものかどうかである。
結婚はジョークかもしれない。契約は他
人を欺くためだけのものかもしれない。
合意は付随的な条件のために無効になっ
ているかもしれない。これらのケースで
は、取引は全体としてみれば見かけとは
異なる。コントロールしているのは常に
意図（intent）だというのは正しい。ま
た、ここで意図（intent）と目的（purpose）
の違いを無理に区別する必要はない。目
的が判断の拠り所だと考えることはでき
るが、問題となるのは表面に見えている
取引を無効にしたり否定したりする目的
であって、見えている取引にかかってく
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る租税を、（全部ではないにしろ）回避し
たいという目的ではない。Gregory事件
では、法人の設立者は事業法人を設立す
る際の通常の形式をとったが、その意図、
または目的は、紙の上で操作をすること
（draught the paper）であって、裁判所
が法人として理解しているものを設立す
ることではなかった。非課税が認められ
なかったのはこの（紙の上で操作をする
という）目的のためであって、租税を回
避するという目的のためではない。後者
の目的は中立的である。組織再編によっ
てできた二つの法人によって事業を本当
に行うつもりであったなら、……非課税
が認められていた。（下線筆者）」 

(ｲ) Fairfield Steamship Corp. v. 

Commissioner事件第二巡回控訴裁判決
(54)（1946年） 

「Gregory 事件連邦最高裁判決での問
題は、議会が「法人」という単語を用
いた時にそれが通常の事業上の目的の
ためでなく租税を回避するためだけの
ものを含むことを意味していたかどう
かである。納税者に租税を回避したい
という動機があっても関係がない。判
決は、法令はその目的に照らして読ま
れるべきだということのみを判示して
いる。（下線筆者）」 

(ｳ) Commissioner  v.  National Carbide 

Corp.事件第二巡回控訴裁判決(55)（1948

年） 

「Gregory事件判決は、法律上有効な取
引から生じる権利は取引が租税を回避す
るために企てられていたものであったと
しても課税の上で取引が異なって扱われ
ることはないという、裁判所がこれまで
何度も繰り返し述べてきた法理を侵害す
るものだと、時として誤解されてきた。
この法理は、事業が税額を少なくするた
めの最も適した形でいつも行われている

我々の社会のようなところでは、産業上
また商業上、欠くことのできないもので
ある。Gregory事件連邦最高裁判決で、
課税の上で決め手となったのは、租税を
回避したいという付随的な目的があった
ことではなくて、世の中が通常、企業と
して認識しているような法人を作るとい
う動機がまったくなかったことだ。（下線
筆者）」 

L.Hand 判事は、これら３つの判例におい
て租税回避が取引の動機（または目的）であっ
ても判断には影響しないと繰り返し述べてい
るが、なぜそのように考えるのかについて、
特段の理由を書いていない。 

この点について、通説的な説明はないよう
であるが、Alan Gunn准教授は、「多くの論
者が、納税者の動機を証明することは困難だ
という理由で、租税回避目的は租税負担の決
定に無関係とすべきだと主張している。」(56)

と書いた上で、「租税回避目的テストに反対し
ている実際の判例は、動機を立証することの
執行上の難しさを理由とするのではなく、多
くの取引は租税上の目的の有無に関係なく課
税されているというありふれた観察に基づい
ている。」(57)と書いている。 

⑷ わが国の判例・学説 

取引の動機が租税回避であっても判断に影
響しないという、Gregory事件判決と同様の考
え方を採用している租税法の判例はわが国に
もいくつか存在する。 

(ｱ) 航空機リース事件名古屋地裁判決(58) 

「動機、意図などの主観的事情によって、
通常は用いられることのない契約類型で
あるか否かを判断することを相当とする
ものではなく、まして、税負担を伴わな
いあるいは税負担が軽減されること（…）
を根拠に、直ちに通常は用いられること
のない契約類型と判断した上、税負担を
伴うあるいは税負担が重い契約類型こそ
が当事者の真意であると認定することを
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許すものでもない。」 

と判示して、（租税回避の）動機・意図など
の主観的事情によって通常は用いられること
のない契約類型と認定し、見かけ上の契約の
効力を否定することを否定した。 

(ｲ) 航空機リース事件名古屋高裁判決(59) 

「現代社会における合理的経済人の通常
の行動として、仮に、租税負担を伴わな
いかあるいはそれが軽減されることなど
を動機ないしは目的（又は、動機等の一
部）として、何らかの契約を締結する場
合には、その目的等がより達成可能な私
法上の契約類型を選択し、その効果意思
を持つことは、ごく自然なことであり、
かつ、合理的なことであるといえる。そ
うすると、当該当事者が作出した契約等
の形式について、これと異なる効果意思
の存在を推認することは、上記したとこ
ろと整合せず、そのように推認するとす
れば、当事者の意思（私法上選択された
契約類型）を離れて、その動機等の主観
的要素のみに着目して課税することにな
り、当事者が行った法律行為を法的根拠
なく否定する結果になる。」 

と、当事者の動機等の主観的要素のみに着目
して私法上選択された契約類型を離れて課税
することを否定している。 

(ｳ) ガイダント事件東京地裁判決(60) 

「当事者間に匿名組合契約を締結すると
いう真の合意がある場合には、それにも
かかわらず、匿名組合契約を締結する主
な目的が税負担を回避することにあると
いう理由により当該匿名組合契約の成立
を否定するには、その旨の明文の規定が
必要であるところ、法人税を課するにあ
たってそのような措置を認めた規定は存
しない。したがって、当事者間に匿名組
合契約を締結するという真の合意がある
場合には、税負担を回避するという目的
が併存することから、直ちに当該匿名組

合契約の成立を否定することはできな
い。」 

と判示して、やはり税負担を回避する目的が
あるからという理由で契約の成立を否定する
ことを認めていない。 

(ｴ) 学説等 

同様の考え方は学説等にもみられる。 

フィルムリース事件最高裁判決(61)につい
ての解説で、谷口豊最高裁調査官（当時）は、 

「私法上の法律関係のレベルにおいて契
約が不存在であるかまたは虚偽表示によ
り無効であるとは認めらない場合におい
て、当該契約が租税回避目的で締結され
たことを理由として『事実認定ないし法
律構成による否認』を行うことを一般的
に肯定するならば、……当事者が選択し
た契約類型をそれとは異なる契約類型に
引き直して課税することを一般的に容認
することになるが、このことについては、
法的安定性を損なうという批判を免れえ
ないと思われる。」 

と書いている(62)。 

また、岡村忠生教授も、租税回避の意図を
事実認定の決め手とすることには、「私法上
の契約解釈から離れた極めて主観主義的な法
の解釈適用が行われる可能性がある。」と述
べている(63)。 

⑸ まとめ 

以上みたように、租税回避が取引の動機で
あったとしてもそのために判決の判断が影響
を受けることはないという考え方は、わが国
の判例・学説等の上でもみられるものである。 
なお、租税回避の意図の扱いを巡っては、
私法上の法律構成による否認という考え方が
有力に主張され(64)、判例にも取り入れられて
いる(65)。この考え方においては、「課税要件
事実を認定するに当たり、対象となる契約関
係において、当事者に租税回避目的がある場
合には、当事者が選択した法形式が真実の法
律関係であるか否かを判断するに当たっての
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重要な間接事実になろう。」(66)と考えられて
いる。 

私法上の法律構成による否認を巡っては強
い反対意見(67)もあるが、この議論に立ち入る
ことは本稿の目的を超えることから、ここで
は、租税回避の意図の扱いについて、Gregory

事件判決と同様の考え方をとった判例・学説
がわが国にもみられることを確認するに止め
ておきたい。 

 

第３ Gregory 事件判決の特徴(2) －目的論

的解釈 

ここでは、Gregory判決の解釈手法がわが
国では受け入れがたい特別なものなのかどう
か、という視点から考察を行いたい。 

１．目的論的解釈 

⑴ Gregory事件判決での目的論的解釈 

Gregory事件の二審判決も上告審判決も、
取引が法令の条文の文言通りの要件を満たし
ていることを確認した上で、この取引は法令
の意図した「組織再編」に該当しない、と判
示して納税者の主張を退けている。いずれの
判決も文理解釈をすれば法令の適用を受ける
ことができたケースについて、法令の趣旨目
的に照らして目的論的解釈を行い、条文の適
用を否定した。 

法解釈は文理解釈が原則であるので、目的
論的解釈を行って文理解釈と異なる結果を導
く際にはそのことの正当性が問題となる。 

ア 目的論的解釈を行うことについて 

二審判決は、①議会レポートを解釈の根拠
として挙げ、②Pinellas Ice & Cold Storage 

Co. v. Commissioner事件連邦最高裁判決等
の解釈手法を紹介しつつ、本件での目的論的
解釈の正当性を説いている。 

まず、L.Hand 判事が判決の中で引用した
議会レポートは、第 68 回議会第一セッショ
ンの下院レポート 176 号及び上院レポート
398号である。これらのレポートは、「議会は
これまで組織再編に関連して行われた交換か

ら生じた利得には課税しない方針を採ってき
た。通常の事業取引が税法の規定のために妨
げられることがないようにするためである。」
と立法目的を書き(68)、その上で、税制改正の
具体的内容を説明している。 

次に、L.Hand 判事が関連するとして引用
した判例は以下のようなものである。 

(ｱ) Pinellas Ice & Cold Storage Co.  v. 

Commissioner 事件連邦最高裁判決 ( 69 )

（1933年） 

P社（上告人）は、1926年 12月に実質的
にすべての有形・無形の資産を、140 万ドル
で訴外 F社に売却し、40万ドルの現金及び F

社振り出しの合計 100万ドルの 3枚の利付約
束手形（50万ドル 1枚、25万ドル 2枚、最
長のもので 105 日満期）を得た。40 万ドル
の現金は P社の債務の返済等に使われ、手形
は、不備があって一部遅くなったものの、翌
年 11月までに現金化されて P社の株主に分
配された。これに対し課税庁が、この取引は
「組織再編」には該当せず課税対象となると
して課税処分を行った。 

この事件で連邦最高裁は、本件の約束手形
は現金と同等物であるとした上で、「ある法人
の資産を他の法人が現金を払って単に購入し
た場合は、法令の明白な目的を超えるもので
あって、吸収合併または新設合併の真の形式
を持つものとはならない。非課税扱いを受け
るためには、売り手は、短期的な手形の所有
権以上に確かなもの、対象法人の事業におけ
る持分（interest）を得なければならない。
このような一般的な見方は、Cortland 

Specialty Co. v. Commissioner第二巡回控訴
裁判決（60 F.2d 937）で採用され十分立証さ
れている。この解釈は非課税ということにつ
いて条文に内在する目的と調和するし、用い
られたすべての用語に効果を与えるものであ
る。」と述べて、課税庁を勝訴させ、「吸収合
併または新設合併」として「組織再編」に該
当するためには、資産を譲渡した者が譲渡先
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法人の持分を得ることが必要と判示した。 

 

(ｲ) Cortland  Specialty  Co. et al.  v. 

Commissioner 第二巡回控訴裁判決 ( 70 )

（1932年） 

S夫妻がすべての株式を保有していたC社
（控訴人）は、実質的にすべての資産を 1925

年 9月に訴外 D社に譲渡し、対価として 53

千ドルの現金と160千ドルの手形を受け取っ
た。現金と手形は S夫妻に分配され、手形に
ついては翌年までに取り立てられた。C社は
1926 年 6 月に解散した。C 社はこの取引が
組織再編に当たるとして申告したが、課税庁
はこの取引は組織再編ではなく法人の売却で
あって課税対象になるとして課税処分を行っ
た。 

判決で August Hand判事は、歳入法 203

条(h)(1)(A)が「吸収合併または新設合併」は
組織再編であると定義し、「吸収合併または新
設合併」には「実質的にすべての資産の他法
人への移転」が含まれていると書いてあるが、
そのような移転のすべてがこれに含まれるわ
けではないと述べた。通常用語が使われる意
味での、「組織再編」、「吸収合併」、「新設合併」
ではいずれも「消滅する法人の、株主及び債
権者の持分（interest）は、存続法人または
新設法人を対象とするものとして残り、保持
されている。」と書き、その上で、「一つの法
人から他法人への現金を対価とする売却で売
り手の持分が買い手法人の中に保持されない
ものは、吸収合併や新設合併について定めた
規定の明らかに外側にある。歳入法 203条の
目的は、法人の形態が変化した場合において、
その際の資産の交換から利得が実際に実現さ
れずに事業が行われている場合に、法人の持
分を持つ者への利得課税が起こらないように
することにある。……203条(e)及び同条(e)(1)

によれば、…今回の取引が非課税扱いを受け
るためにはC社が対価として受け取った資産
の中に『株式または証券』が含まれていなけ

ればならない。……本件での譲渡可能な短期
手形のように現金に非常に近い性格をもつも
のは、法令のこの要件を満たさない。」と述べ
て、この取引は組織再編に該当しないと判断
し、C社の主張を退けた。判決は、持分が保
持されていることが必要という要件を、「吸収
合併」及び「新設合併」の用語の通常使われ
る意味から引き出している。 

これら二つの判例は、組織再編についての
条文（歳入法 203条(h)(1)(A)）の解釈に目的
論的解釈を適用した例として L.Hand判事が
引用したものと考えられる。 

以上みたように、Gregory事件の二審判決
は、目的論的解釈を行うことについて慎重に
説明した。 

これに対し、Gregory事件連邦最高裁判決
は、「原審の理由に付け加えるべきことはほと
んどない。」と書いた後に、「判断をする上で
問題となるのは、租税上の動機はさておき、
なされたことが法令の意図したものだったか
どうかということだ。」との判断基準を、特に
説明をせずに示している 

イ 目的論的解釈を行った結果の妥当性につ
いて 

さらに、目的論的解釈を行った結果が妥当
なものであることについて、二審の L.Hand

判事は、組織再編は「実行することが目に余
るようなつかの間の出来事として行われるも
のではない……株主の税負担を巧みに逃れる
ことは、法人の『組織再編』として考えられ
ている取引ではない。」と書き、問題となった
取引が条文の考えている「組織再編」からか
け離れたものであることを強調している。 

上告審の Sutherland判事も、「法人再編の
形式を身につけた単なる仕掛け（device）で
あって、真実の性格を隠すための偽装
（disguise）であり、その唯一の目的であり
達成したことは、あらかじめ考えられた計画
の完成であり」と述べて、この「組織再編」
が、法人の資産を無税で株主の手元に移すだ
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けのために形式的に行われた行為にすぎない
ことを浮き彫りにし、その上で、「取引が法令
の明白な意図の外側にあることは明らかだ」
と、目的論的解釈を行うことを正当化してい
る。 

これらの判決については、Randolph Paul

弁護士も、二審と上告審の判決文を引用した
後に、「上に引用した言い回しは、租税回避が
含まれる計画が非現実的で実体がないことを
終始強調している。」と書いている(71)。 

目的論的解釈には、①法令の文言上の要件
に該当しているかどうかについて判断がつか
ないときに行う場合と、②法令の文言と正反
対の結果を導く場合（文言上の要件に該当し
ているものについて法令の効力を否定する判
断を行う場合と、逆に、文言上の要件に該当
していないものについて法令の効力を肯定す
る場合）とがありうる。このうち、②につい
ては、特に慎重な判断を行わないと、単なる
立法の無視になってしまうおそれが強い。第
二巡回控訴裁と連邦最高裁は、問題となった
取引が法令の趣旨目的から著しく乖離した極
端なものだった、そのために法令の文言と正
反対の結果を解釈により導かざるを得なかっ
た、という立場をとったものと思われる。 

Gregory 事件判決の解釈につき、Marvin 

Chirelstein教授は、「Gregory事件のリベラ
ルな解釈自体の効果に異議を唱える者は今日
ではほとんどいない」と、高く評価してい
る(72)。 

Gregory事件判決がその後の判決に大きな
影響を持ち続けられたのは、その解釈手法が
特に優れたものだったこと、すなわち、目的
論的手法による解釈の適用が取引と該当法令
の本質を捉えた特に優れたものだったこと、
に起因していると考えられる。 

L.Hand 判事の法解釈全般について、
Archibald Cox氏は、「Hand判事の法廷意見
は、保守的な伝統に基づく乾燥した条文至上
主義（literalism）による制約を打破し、立法

過程や行政過程から得られた情報を深い理解
に基づいてどのように使うかを示すのに、大
きな影響があった。」(73)と評価した上で、そ
のような例として、①同判事が 1914 年の
Lehigh Valley Coal Co. v. Yensavage事件第
二巡回控訴裁判決（218 Fed. 547）で、鉱山
で会社のために働いていた実質的な被雇用者
（employee）が契約上は独立事業者となって
いた点に関し、被控訴人は法令に定める「被
雇用者」に該当するので仕事上の負傷につい
て会社から保障を受けることができると判示
した判決と、②Gregory事件二審判決とを、
例としてあげている(74)。 

また、Marvin Chirelstein教授は、L.Hand

判事の第二巡回控訴裁在任当時、「納税者の選
んだ形式が、いかなる場合には認められ、い
かなる場合には認められなくなるか、という
ことについての法解釈上の原則の発展に、
Leaned Hand 判事は、おそらく他のどの判
事や論者よりも、貢献した。」と書いている(75)。 
なお、L.Hand 判事自身は目的論的解釈を
行うことの意義について、1945年のCabell v. 

Markham 事件判決の中で、「辞書による堅
固な要塞を築いておらず、法令はいつも何ら
かの目的（purpose）またはねらい（object）
をもっていることを忘れずにいて、これらを
よく理解した（sympathetic）創意に富む
（imaginative）方法で見つけることが法令
の意味にたどり着く確実な指針になっている
ことが、成熟し発展した法学かどうかをもっ
とも確実に見つける指標の一つである。」と書
いている(76)。 

⑵ 目的論的解釈の背景 

L.Hand判事は、Gilbert v. Commissioner 

事件判決に付した反対意見の中で、Gregory

事件連邦最高裁判決に言及した後に、「例外的
な場合を除き、法令は一般的な用語で書かれ
ており、対象としようとする事象のすべてを
明細に記すことを引き受けてはいない。法令
の『解釈』には、条文が表現した目的を映し



税大ジャーナル 24 2014.9 

78 

出すことが求められるが、この目的は、立法
者の心の中に存在していなかったものである
こともある。」と書いている(77)。Gregory 事
件判決の解釈も、法解釈についてのこのよう
な認識から出たものと考えると理解しやすい。 
この表現は、碧海純一教授が 19 世紀末か
ら 20 世紀初頭にかけてのドイツ・フランス
の自由法論者について記述した、「自由法論者
は、法典は人間の作品であって、はじめから
完全ではありえないうえに、社会の発展に
よってますます欠缺が多くかつ大きくなると
いう、常識的に見てあたりまえな事実を、裁
判官も法学者もすなおに直視すべきであって、
無理な強弁によって事実を糊塗すべきではな
いということを力説した。」(78)という表現に、
法令の文言の不完全さを強く意識している点
で、通底していると思われる(79)(80)。 

碧海純一教授は、自由法論者の主張につい
て、「法解釈学の使命は、すでにイェリングが
指摘したように、社会生活への奉仕であり、
そのためには目的論的な思考方法の導入がど
うしても必要である。……自由法論は、上述
のように、法の欠缺と法文の不明瞭さとの範
囲内で、裁判官に『自由な法創造』をみとめ
た。」と述べ(81)、また、自由法論の考え方の
背景を、「法律（特に、包括的・体系的な法律
である法典）というものは、やはりその制定
の時期を基準として作られるので、社会の進
歩とともに、実生活とのあいだにどうしても
ギャップが生じてしまい、しかも、このギャッ
プは時がたてばたつほど大きくなる。また、
かりにこうした変化がなかったとしても、立
法者は神ではないから、起こりうるべきあら
ゆる法律問題を予想して、それに対する解答
を法典の中に規定しておくことはできない。」
と説明している(82)。 

自由法論の考え方は米国にも伝わった。
Holmes連邦最高裁判事が、1881年に著した
『コモン・ロー』の冒頭、「この本の目的は、
コモン・ローについての一般的な概説を示す

ことである。その務めを果たすためには、論
理以外の別のツールが必要である。それは、
システムが一貫しているためには特定の結果
が必要であるということを示す何かであるが、
それがすべてではない。法の生命は論理では
なく、経験であった。」と、法の解釈において
は論理だけでは足りないということを書いて
いる(83)。 

Harvard大学の法科大学院長（dean）を長
く務めた Roscoe Pound教授(84)は、初期の代
表的論文「機械的法学」の中で、「法学におけ
る社会学的な動きは、プラグマティズムを法
の哲学とする動きであり、……人間的要素を
中心に据え、論理をその本来の場所である道
具へと退ける動きである。」と書き(85)、サヴィ
ーニとイェリングの考え方の違い等ヨーロッ
パでの法思想の動きも紹介した(86)上で、論理
重視の姿勢を「機械的法学」として批判した
(87)。碧海純一教授も、「パウンドは、……イェ
リングやヨーゼフ・コーラーなどの大陸系法
学者の思想をアメリカの学界に紹介し、法理
論の面での両法系の接近に先鞭をつけた。」
(88)と、Pound教授の功績について書いている。 
当時の米国の法思想の動向につき、Morton 

J. Horwitz教授は、「1905年、Lochner v. New 

York 判決……に対する批判を出発点として、
革新主義的な法思想家たちは、法が政治から
切り離しうる『科学』であり、法的な議論は
モラルや政治的議論と明確に区別しうるとす
る古典的法思想の主張を覆そうとした。……
法的推論は自動的な機械のようなもので、非
裁量的な性格だとする通説に果敢に挑戦した
点で、革新主義者やリーガル・リアリストた
ちは、法的正当化や説明に対する認識上の相
対主義と文化的近代主義の意味をとらえた最
初の思想家となった。」と書き(89)、古典的法
思想に対する批判を行った革新主義者として、
Oliver W. Holmes Jr.判事、John C. Grey教
授、Roscoe Pound教授、Louis D. Brandeis

判事、Benjamin N. Cardozo判事、Wesley N. 
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Hohfeld教授、Harlan F. Stone判事と並んで
L.Hand判事を挙げている(90)。 

米国でのこのような考え方の背景について、
伊藤正巳教授・木下毅教授は、「伝統的法思想
を育んできた社会構造は、前世紀末から今世
紀にかけて大きく変動してきた。その主たる
原因は、いうまでもなく、近代的な巨大な企
業の発展とそれに伴う資本主義経済組織の変
容であろう。ここでは、通常の規模での商品
交換を前提とする法や、所有権の保障と契約
の自由とを基底とする自由主義的な法によっ
ては、到底処理しきれない複雑な社会現象が
生み出される。かくして、社会の要求と法と
の間に深いギャップが生じ、…」と説明して
いる(91)。 

このような背景の中で、法及び法解釈の在
り方についての模索が続き、米国では、「哲学
におけるプラグマティズムの強い影響の下に、
法をその背景となっている社会的事実との関
連において把えることを説き、法は社会の具
体的状況のものでさまざまの要請をどうやれ
ば最大限に満足できるかを見出すことに努め
るべきである、とする」(92)プラグマティズム
法学ないし社会学的法学が Roscoe Pound教
授、Louis D. Brandeis判事、Benjamin L. 

Cardozo 判事らによって唱えられ、1930 年
代初めからは、Roscoe Pound 教授らの考え
方を強く批判しつつ、Karl Llewellyn教授や
Jerome Frank判事によってリアリズム法学
が唱えられた(93)。 

法解釈の在り方に関連し、L.Hand判事は、
「よい裁判官は芸術家だ。おそらくは料理人
に一番近い。料理の構成に、彼はあれこれの
成分を多く混ぜ合わせる。すばらしいものに
なることもあれば、客の好みに何とか許容さ
れるもの、ということになることもある。彼
の成功は、職人としての技術が一般に受け入
れられているかどうかで測られる。手引書の
ような便利なものは、料理にもほかの芸術に
もない。」と書いている(94)。 

自由法論は、わが国にも早くから伝わった。
碧海純一教授は、「わが国でも、すでに大正年
代から、杉山直治郎、牧野英一、末弘厳太郎
などの諸学者によって、自由法論が紹介され
た。特に末弘博士が、わが国における法社会
学のパイオニーアとして、また法解釈学にお
いては自由法論の闘士として、その精力的な
活動を通じておよぼした影響は特筆に値いし
よう。」と書いている(95)。 

各国で自由法論が急速に受け入れられたこ
とについて、碧海純一教授は、「その急進性に
もかかわらず、ほぼ二十世紀とともに誕生し
た自由法論が二十年たらずのうちに学会の常
識となってしまったことは、ひとつにはその
主唱者たちの大きな影響力のためであろうが、
それに加えて十九世紀末期からの社会の変動
とそれにともなう古典的市民法体制の動揺と
がかれらの思想運動を側面からささえていた
ことは否定できない。」と分析している(96)。 

L.Hand判事のGregory事件控訴審判決の
目的論的解釈は、このようにみてみると、米
国の法系の中でしか理解できないような特殊
な解釈だったのではなく、法の発展の中で必
然的に生じた考え方（法の欠缺を強く意識し
た考え方）から出てきたもの、と考えられる。
新しい事態が生じた場合にどのように法解釈
を行っていくべきかが問われるようになって
きていた時代の、当時としては革新的な解釈
と理解することができる。その際の解釈の行
い方が的を得ていて適切であったために、長
く影響を与える重要な判例として残ったと考
えらえる。 

L.Hand判事のGregory事件第二巡回控訴
裁判決での解釈について Marvin A. 

Chirelstein教授は、「リベラルな解釈（liberal 

interpretation）」(97)と評しているが、ここで
いう「リベラルな」とは裁判官による自由奔
放な解釈というような意味ではなく、上記に
述べたような自由法論的解釈の文脈で理解す
べきと思われる。この点、碧海純一教授は、
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「自由法論者といえども、決して、裁判官の
法律からの全面的な解放を主張したのではな
く、事件に対してすんなりあてはまる条文が
あるかぎりその拘束はみとめたのであり、た
だ、法律に「欠缺」があるかぎり、裁判官は
法律以外の法源によって裁判すべきだ、とい
うことを唱えたにすぎない。」と書いてい
る(98)。 

２．わが国の学説・判例との比較 

⑴ 目的論的解釈について 

法の趣旨目的に照らして解釈を行う目的論
的解釈は、わが国でも特別の解釈方法とは考
えられていない。法哲学者である尾高朝雄教
授は、昭和 29 年の論文で、目的論的解釈に
ついて次のように書いている(99)。 

「法の解釈が、つめたい論理の操作にとど
まるものではなく、立法のばあいと本質的に
は変りのない、目的の選択であり、価値の判
断であることは、いわゆる自由法論や目的論
的解釈において最もはっきりと認められる。
法律はあっても、法律に内在する価値観が、
もはや実際の社会関係を合理的に規律するに
足りないと考えられるとき、法学者は、こと
さらに成文法規の文理に柔軟な解釈を加え、
融通性に富んだ結論をそこからみちびき出そ
うとつとめる。……このような目的論的解釈
が度をすごすと、公然たる立法の無視となり、
権力分立の原則を棚上げして、解釈の名にお
いて勝手な法を作り出すというところにまで
立ちいたることがある。（下線筆者）」 

租税法学者では、金子宏名誉教授が、やや
慎重な表現を用いつつ、以下のように書いて
いる(100)。 

「文理解釈によって規定の意味内容を明ら
かにすることが困難な場合に、規定の趣旨目
的に照らしてその意味内容を明らかにしなけ
ればならないことは、いうまでもない。」 

⑵ 租税判例における目的論的解釈について 

ア 目的論的解釈を行っている租税法判例 

わが国の租税法判例で、目的論的解釈を行
うことによって文理解釈を行った場合とは異
なる判断を行っているものはいくつか存在す
る。これらの例についてみてみたい。 

(ｱ) 一括支払いシステム事件最高裁判決
(101) 

X銀行（原告、控訴人、上告人）は、貸付
先法人との間でいわゆる一括支払システムに
関する契約を締結し、その中で、国税徴収法
24 条に基づく告知が発せられたときはこれ
を担保とした上告人の当座貸越債権は何らの
手続を要せず弁済期が到来するものとし、譲
渡担保権が実行されて売掛金債権がXの債権
の弁済に充当されることを合意していた。Y

国税局長が告知処分を行ったところ、「被告が
本件告知を発した時点で本件代金債権は貸付
先法人に対する当座貸越債権の代物弁済に充
てられて原告に確定的に帰属しており、本件
告知が原告に到達した時点ではもはや譲渡担
保財産ではなくなっていたのであるから本件
告知はその要件を欠き違法である」と主張し
て(102) X銀行が出訴した。 

最高裁は判決で、 

「同条 2項による告知は、譲渡担保財産
から納税者の国税を徴収することができ
る場合に、譲渡担保権者にとって不意打
ちとならないようにするため、あらかじ
め同項所定の事項を通知しようとするも
のである。そして、同条 5項にいう『第
2項の規定による告知（中略）をした後』
とは、同条 2項の告知書が譲渡担保権者
に到達した時点以後を意味するが、同条
2 項の告知の発出と到達との間の時間的
間隔をとらえ、告知書の発出の時点で譲
渡担保権者が譲渡担保権を実行すること
を納税者とあらかじめ合意することは、
同条 2項の手続が執られたことを契機に
譲渡担保権が実行されたという関係があ
るときにはその財産がなお譲渡担保財産
として存続するものとみなすこととする
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同条 5項の適用を回避しようとするもの
であるから、この合意の効力を認めるこ
とはできない。」 

と判示して Xの主張を退けた。 

本件判決について、高世三郎最高裁調査官
（当時）は、 

「本件合意は、法 24 条 5 項の文言に形
式的には合致しないので、同項の趣旨に
反することを理由に本件合意の効力を否
定することは憲法 84 条に違反するので
はないかが問題となる。……憲法 84 条
が規定する租税法律主義は、租税の賦課、
徴収が、法律の根拠に基づき、法律に従っ
て行われなければならないとする原則で
あり、私人にとって将来の予測を可能に
し、法的安定を確保することを目的とす
る。そうすると、租税法規が適用されて
租税の賦課、徴収が行われるべきことが
明らかな場合であるならば、租税法規を
適用しても、憲法違反の問題を来すもの
ではないと考えられる。租税の賦課、徴
収について定める法律の規定の文言に合
致する場合だけでなく、形式的には法律
の規定の文言に合致しないとしてもその
ことを理由に当該規定の適用を否定する
ことがその趣旨に反することが明らかな
場合も、当該規定の文言に合致する場合
と表裏をなす関係にあるものとしてこれ
に当たるということができよう。（下線筆
者）」 

と解説している(103)。 

本判決は、文理上法令（国税徴収法 24条 5

項）の「第 2項の規定による告知（中略）を
した後」という要件に該当しないケースにつ
いて、法令の趣旨を考慮して法令の適用を認
めた（合意の効力を否定した）判例と考えら
える。 

(ｲ) 南九州コカコーラ・ボトリング株式会社
事件最高裁判決(104) 

X社（原告・被控訴人・上告人）が、平成

13 年 12 月 31 日までの事業年度の法人税申
告書において、配当等にかかる所得税額を控
除する際、誤った年度の所有株式数を記載し
たため、控除を受ける所得税額を過少に記載
して申告していた。X社がその後、納付すべ
き法人税額を過大に申告したとして更正の請
求を行ったところ、更正すべき理由がない旨
の通知処分を受けたという事件である。裁判
で国側は、法人税法 68 条 3 項（当時）に、
所得税額の控除について、「控除をされるべき
金額は、当該金額として記載された金額を限
度とする。」と規定されていたことを根拠に、
原告の主張には理由がないと主張していた。 

最高裁は判決で、 

「同条 3項は、納税者である法人が、確
定申告において、当該事業年度中に支払
を受けた配当等に係る所得税額の全部又
は一部につき、所得税額控除制度の適用
を受けることを選択しなかった以上、後
になってこれを覆し、同制度の適用を受
ける範囲を追加的に拡張する趣旨で更正
の請求をすることを許さないこととした
ものと解される。……上告人が、本件確
定申告において、その所有する株式の全
銘柄に係る所得税額の全部を対象として、
法令に基づき正当に計算される金額につ
き、所得税額控除制度の適用を受けるこ
とを選択する意思であったことは、本件
確定申告書の記載からも見て取れるとこ
ろであり、上記のように誤って過少に記
載した金額に限って同制度の適用を受け
る意思であったとは解されないところで
ある。…以上のような事情の下では、本
件更正請求は、所得税額控除制度の適用
を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨の
ものではないから、これが法人税法 68

条 3項の趣旨に反するということはでき
（ない）」 

と判示した。 

確定申告書に記載された金額を超える額に
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ついて更正の請求を求めるという、法人税法
68 条 3 項を文言通りに読めば更正の請求が
認められないケースで、68 条 3 項の趣旨を
「後になってこれを覆し、同制度の適用を受
ける範囲を追加的に拡張する趣旨で更正の請
求をすることを許さないこととしたもの」と
読み、この更正の請求は条文の趣旨に反する
ということはできない、として X社の訴えを
認めた。 

文理解釈上法令の要件に該当しない事例に
ついて、目的論的解釈によって法令の適用を
認めた判決であると考えられる。 

(ｳ) 一時払い養老保険事件最高裁判決(105) 

X（被上告人）らは、経営する株式会社が
契約者となり保険料を支払った養老保険契約
について、満期保険金の支払を受けた。その
後、その満期保険金の金額を一時所得に係る
総収入金額に算入した上で、当該会社の支
払った上記保険料の全額が一時所得の金額の
計算上控除し得る「その収入を得るために支
出した金額」（所得税法 34条 2項）に当たる
として、所得税（平成 13年分から同 15年分
まで）の確定申告をした。これに対して所轄
税務署長から、会社が支払った上記保険料の
うちその 2分の 1に相当する被上告人らに対
する貸付金として経理処理がされた部分以外
は上記「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないとして、更正処分及び過少申告
加算税賦課決定処分を受けたため、上記各処
分（更正処分については申告額を超える部分）
の取消しを求めたという事件である。 

この事件で最高裁は、 

「一時所得についてその所得金額の計算
方法を定めた同法 34 条 2 項もまた、一
時所得に係る収入を得た個人の担税力に
応じた課税を図る趣旨のものであり、同
項が『その収入を得るために支出した金
額』を一時所得の金額の計算上控除する
としたのは、一時所得に係る収入のうち
このような支出額に相当する部分が上記

個人の担税力を増加させるものではない
ことを考慮したものと解されるから、こ
こにいう『支出した金額』とは、一時所
得に係る収入を得た個人が自ら負担して
支出したものといえる金額をいうと解す
るのが上記の趣旨にかなうものである。
また、同項の『その収入を得るために支
出した金額』という文言も、収入を得る
主体と支出をする主体が同一であること
を前提としたものというべきである。 

したがって、一時所得に係る支出が所
得税法 34 条 2 項にいう『その収入を得
るために支出した金額』に該当するため
には、それが当該収入を得た個人におい
て自ら負担して支出したものといえる場
合でなければならないと解するのが相当
である。」 

と述べて、文理解釈上は法令の要件にあては
まる部分の支出額について、法令の趣旨目的
を考慮した上で法令の適用を認めなかった。 

また、判決の補足意見で、最高裁の須藤裁
判官は、 

「憲法 84 条は租税法律主義を定めると
ころ、課税要件明確主義がその一つの重
要な内容とされている。したがって、課
税要件及び賦課徴収手続（…）は明確で
なければならず、一義的に明確な課税要
件であればもちろんのこと、複雑な社会
経済関係からしてあるいは税負担の公平
を図るなどの趣旨から、不確定概念を課
税要件の一部とせざるを得ない場合でも、
課税庁は、恣意的に拡張解釈や類推解釈
などを行って課税要件の該当性を肯定し
て課税することは許されないというべき
である。逆にいえば、租税法の趣旨・目
的に照らすなどして厳格に解釈し、その
ことによって当該条項の意義が確定的に
明らかにされるのであれば、その条項に
従って課税要件の当てはめを行うことは、
租税法律主義（課税要件明確主義）に何
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ら反するものではない。（下線筆者）」 

と述べ、租税法律主義と目的論的解釈は相容
れないものではないとの考えを示した。 

イ 小括 

上記にみてきた判例には、①法令の文言に
合致しないケースについて目的論的解釈を
行って法令の適用を認めたもの（(ｱ)一括支払
いシステム事件最高裁判決、及び(ｲ)コーラ・
ボトリング株式会社事件最高裁判決）と、反
対に、②法令の文言に合致するケースについ
て目的論的解釈を行って法令の適用を否定し
たもの（(ｳ)一時払い養老保険事件最高裁判
決）があるが、目的論的解釈によって文理解
釈による場合とは異なる結論を導いている点
は共通している。 

このように、Gregory事件判決と同様に、
法の趣旨目的に反することが明らかな場合に
目的論的解釈を行って文理解釈をした場合と
は異なる結論を導くことは、わが国の租税法
判例でも行われてきている。 

⑶ 外国税額控除余裕枠りそな銀行事件最高

裁判決について 

ア 判決 

上記⑵に引用した最高裁判例は、租税回避
事件にかかる判決ではない(106)。目的論的解
釈は租税回避事件については使えない手法だ
ろうか。このような解釈を行う場合について、
租税回避事件を特別扱いする理由はないと思
われる。 

外国税額控除余裕枠りそな銀行事件最高裁
判決(107)については、判決文をどのように読
むべきかさまざまな見解が表明されている
(108)。筆者は、この判決が、租税回避の分野
において目的論的解釈を用いて法令（法人税
法第 69 条）の適用を否定した判例であると
考える。 

この事件の概要は以下の通りである。 

クック諸島のオフショア法人Ａ社からクッ
ク諸島法人のＢ社に資金を貸し付ける際に、
直接貸し付けたのではＢ社がＡ社に支払う利

子に源泉税がかかってしまうことから、外国
税額控除の余裕額のあるＸ銀行がＡ社から預
金を預かるとともにその資金をＡ社からの預
金と同じ利息率でＢ社に貸付けたというもの
である。Ｘ銀行はわずかな手数料しかとらな
かったため、同銀行にとってはＢ社が納付す
る源泉税分だけ逆ざやの取引になったが、こ
の源泉税についてＸ銀行は外国税額控除の余
裕枠を使って還付を受け、それによって逆ざ
やを解消し、手数料分の利益を得ていた。（X

銀行のシンガポール支店がA社からの預金を
受け入れていたため、X銀行が A社に支払う
利息には源泉税は課されていなかった。）これ
に対し、課税庁が外国税額の控除は認められ
ないとして課税処分を行った。 

この事件で、最高裁は以下のように判決し
た。 

「法人税法 69 条の定める外国税額控除
の制度は、内国法人が外国法人税を納付
することとなる場合に、一定の限度で、
その外国法人税の額を我が国の法人税の
額から控除するという制度である。これ
は、同一の所得に対する国際的二重課税
を排斥し、かつ、事業活動に対する税制
の中立性を確保しようとする政策目的に
基づく制度である。本件取引は、全体と
してみれば、本来は外国法人が負担すべ
き外国法人税について我が国の銀行であ
る被上告人が対価を得て引き受け、その
負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利
用して国内で納付すべき法人税額を減ら
すことによって免れ、最終的に利益を得
ようとするものであるということができ
る。これは、我が国の外国税額控除制度
をその本来の趣旨目的から著しく逸脱す
る態様で利用して納税を免れ、我が国に
おいて納付されるべき法人税額を減少さ
せた上、この免れた税額を原資とする利
益を取引関係者が享受するために、取引
自体によっては外国法人税を負担すれば
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損失が生ずるだけであるという本件取引
をあえて行うというものであって、我が
国ひいては我が国の納税者の負担の下に
取引関係者の利益を図るものというほか
ない。そうすると、本件取引に基づいて
生じた所得に対する外国法人税を法人税
法 69 条の定める外国税額控除の対象と
することは、外国税額控除制度を濫用す
るものであり、さらには、税負担の公平
を著しく害するものとして許されないと
いうべきである。（下線筆者）」 

イ 最高裁判決の判断について 

判決は、取引が外国税額控除の法令の文理
上の要件を満たす取引であることを認めた上
で、「外国税額控除制度をその本来の趣旨目的
から著しく逸脱する態様で利用して納税を免
れ（た）」ことを決め手として目的論的解釈に
よって法人税法第 69条の適用を否定した。 

最高裁判決のこの解釈について筆者は、
Gregory事件の第二巡回控訴裁判決及び連邦
最高裁判決と同じ、目的論的解釈による否認
であると考える。特別な条文について特別な
解釈を行ったというものではなく、税法の条
文の趣旨目的に照らし、それから著しく外れ
た取引であると判断し、結果的に、条文を限
定的に読むことになったもの（条文の文理上
の要件を満たしている取引について条文の適
用を認めなかったもの）、という見方である。 
さらに、「外国税額控除制度を濫用するもの
であり」と判決文に書かれているので、目的
論的解釈によって条文の適用を否定する際に、
民法 1条 3項の「濫用の法理」を一般条項と
して援用しつつ解釈した、と解することがで
きると考える。 

⑷ 目的論的解釈の租税回避事件への適用に

ついて 

このようにみてくると、わが国においても、
Gregory 事件判決が採用した解釈手法、すな
わち租税法の規定について、目的論的解釈を
行うことによって文理解釈による場合とは異

なる結論を導くという手法は、事件によって
は採用可能なものであるし、類似の手法がす
でに外国税額控除余裕枠りそな銀行事件最高
裁判決で既に採られていると考えられる。 

租税回避には、Gregory 事件のように、租
税法上のメリット（非課税措置等）を受ける
ためだけの目的で取引の形を租税法上の規定
に適合するように形を整えるタイプのものが
ある。そのようなタイプの租税回避を否認す
る際に、目的論的解釈による否認という手法
は、租税回避否認のための特別の手法という
ものでもないこともあり、適用できる場面が
今後ともわが国でもあり得るように考える。 

 

おわりに 

本稿では、Gregory事件判決を、条文の文
理上の要件を満たしている取引について、法
令の趣旨目的に照らして目的論的解釈を行い、
法令の適用を否定した判決と解した。 

この目的論的解釈手法は、自由法論の影響
の中から出てきたものであり、法が完全でな
いことを意識して解釈の在り方を模索する動
きの中で生じたものであることを確認し、そ
の上で、Gregory事件判決は説得力のある個
別判断（目的論的解釈の適用）を行ったので、
長く重要判例としての地位をとどめているも
のと理解した。 

判決の解釈手法に米国（または米国の租税
法）に特有のものはなく、解釈手法としては
実際にわが国の租税法の最高裁判例で使われ
ているものと同一視できるものであり、外国
税額控除余裕枠りそな銀行事件最高裁判決外
国税額余裕枠りそな銀行事件の最高裁判決も
Gregory事件判決と同様の手法を用いている
ものと考えた。 

Gregory事件判決は、判決直後から、組織
再編には事業目的（business purpose）が必
要と裁判所は判断したと解された(109)。目的
論的解釈を行って法令の適用を否定する際に、
①第二巡回控訴裁判決は、「組織の再整備
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（readjustment）は従事している事業の遂行
に密接に関係した理由から行われるべきで
あって」と書き、②連邦最高裁判決は、「事業
の又は法人の目的を何ももたない単なるオペ
レーション」であるので条文の趣旨に沿うも
のではないと判断していたからである。 

L.Hand 判事は判決文の中で事業目的に関
する一般的な法理を書こうとしていたのでは
ないかという見解もある。Daniel Shaviro教
授は、 

「この判決についての大方の読み方は、
プレイン・バニラのようなありきたりの
法解釈、つまり『組織再編』について、
単なる辞書の上の定義を超えて、ビジネ
スの世界での慣行を反映するような追加
的な意味合いをもたせるために立法目的
についての推理（inference）を用いた法
解釈である、というものである。……し
かし L.Hand判事の判決意見のほかの箇
所は、何かそれ以上のことを述べている
ように思える。有効な組織再編は、『従事
している事業の遂行に密接に関係した理
由から行われるべきであって、実行する
ことが目に余るようなつかの間の出来事
として行われるものではないということ
である。株主の税負担を巧みに逃れるこ
とは、法人の“組織再編”として考えら
れている取引ではない。』と判決文の中で
述べている。おそらく、タックス・プラ
ンニングが否認されないためには、租税
以外の目的と、『つかの間』でない租税以
外の効果が、税法の広い範囲で求められ
るということだろう。」 

と書いて、L.Hand 判事が一般的な法理を示
すことを意図していたという見方を示してい
る(110)。 

しかし、判決文を読む限りでは、L.Hand

判事は一般論を展開するような記述をしてお
らず組織再編以外でも使えるような法理を打
ち立てることを意識していたようには思われ

ない。 

また、「1938年6月16日のCogan v. Comm.

事件（97 F(2d)996）の口頭での議論の際に、
L.Hand判事が、『私はタックス・ロイヤーた
ちから、Gregory事件で革命的なドクトリン
を編み出したとして強烈に批判されている。
ところが私が行ったのは、顧客に簡単な租税
回避の方法を伝授できるようにするために彼
らが好んで無視してきた議会の明白な意図に、
注目しただけだ。』と言ったことが伝えられて
いる。」と Randolph Paul 弁護士が書いてい
る(111)。 

これらを考えると、Shaviro 教授が読んだ
ところまでは L.Hand判事は書こうとしてい
なかったのではないか、米国の租税回避否認
法理における Gregory事件判決の意義は、後
にさまざまな批判にあい、さまざまな判例に
引用される中で整理されていったとみるのが
妥当ではないか、と考える。 

Gregory事件判決は、当初実務家等から強
い批判を受けたが、その後、組織再編や法人
格否認（disregard of corporate entity）など
の分野でしばしば引用され、少しずつ射程も
広がっていった。別稿において、Gregory判
決がその後どのように租税回避否認法理の発
展につながっていったのかをみていくことと
したい。 

（本研究は、JSPS科研費 24653007の助成
を受けたものです。） 

 

                                                      
(1) JOINT COMMITTEE ON TAXATION, BACK-

GROUND AND PRESENT LAW RELATING TO TAX 

SHELTERS, JCX-19-02, at 8, (2002) これらの判
例法上の法理のうち経済実質法理（economic 

substance doctrine）については、2010年に内国
歳入法 7701条(o)として法令の中に明文化されて
いる。 

(2) 伊藤正巳・木下毅『アメリカ法入門』20頁（日
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察」恒藤先生古稀祝賀記念『法解釈の理論』185
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法判例百選Ⅰ』205 頁（有斐閣、2007））と書い
ている。さらに、芦部信喜教授は、「悪徳の栄
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がある」と判示した泉佐野市民会館事件最高裁判
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人に対してはユダヤ人のようになり、律法に支
配されている人に対しては自分もまたそのよう
になり、弱い人に対しては弱くなり、すべての
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談社、1999）） 
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